
国立研究開発法人森林研究・整備機構 
森林保険センター コンプライアンス行動規範 

 
国立研究開発法人森林研究･整備機構森林保険センタ－（以下「保険センタ－」とい

う。）は、森林保険の制度を通じて、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止す
るとともに、林業経営の安定に寄与することを使命としています。 
 この行動規範は、保険センタ－で働く全ての役職員（非常勤職員を含む保険センタ－の
すべての役職員）が、公的機関に勤務する者として法令等の遵守にとどまらず、倫理、社
会規範などに対する真摯な姿勢について定めたものです。 
 
 
１ 法令の遵守 
(1) 私たちは、いかなる場合も、法令、諸規則、国立研究開発法人森林研究･整備機構

（以下 「（国研）森林機構」という。）の内部規程にとどまらず、社会の一員として守
るべき倫理、社会規範など保険センターが社会的信頼を得るために、必要なルールす
べてに基づいて行動します。 

(2) 私たちは、公私のけじめを明確にし、（国研）森林機構並びに保険センタ－の名称や
職務を私的利益のために利用したり、保険センタ－の財産を私的な目的のために使用
したりすることはしません。 

(3) 私たちは、特許権や著作権などの知的財産権を尊重し、適正な手段で入手・利用しま
す。 

 
 
２ 社会との関係 
(1) 私たちは、暴力団などの反社会的勢力からの違法・不当な要求に対しては、毅然とし

た態度で対応します。 
(2) 私たちは、職務上利害関係のある者との対応に当たっては、職員倫理規程を遵守しま

す。 
 
 
３ 透明性・公正性 
(1) 私たちは、公明正大な業務運営を行い、透明性の高い職場風土を構築し、アカウンタ

ビリティー（対外説明責任）を果たします。 
(2) 私たちは、取引分野では、一般競争入札の原則を堅持し、その競争性を高め、公平・

公正な取引に努めます。 
 



４ 適切な情報管理・情報開示 
(1) 私たちは、保険センタ－又は相手方の業務上の機密情報を適正に取扱い、他に漏洩し

ません。 
(2) 私たちは、森林保険契約申込者等の個人情報を法律に基づいて取得・保有・利用し、

個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用しません。 
(3) 私たちは、収支情報等の適時・適切な情報開示に努めます。 
 
 
５ 適正な会計処理と執行 

私たちは、森林保険契約者からの保険料収入で業務運営を行っていることを重く受け止
め、会計の適正な処理と効率的な予算執行に努めます。 
 
 
６ 良好な職場環境づくり 
(1) 私たちは、セクシュアルハラスメントなどの、個人の尊厳を損ない人格を傷つけるよ

うな行為をしません。 
(2) 私たちは、お互いに必要な情報を共有するとともに、自由に発言や議論をし、問題が

発生したときは気兼ねすることなく上司に相談できる、風通しの良い職場をつくりま
す。 

 
 
７ 環境保全への配慮 
(1) 私たちは、環境が人類のみならず地球上のあらゆる生物にとって大切な基盤となるも

のであることを認識し、業務活動のあらゆる場面で環境への配慮を忘れずに行動しま
す。 

(2) 私たちは、環境保全へ貢献するために、省資源・省エネルギー等を励行し環境負荷の
軽減に努めます。 

 
 
８ 社会貢献 

私たちは、社会の一員として役割と責務を果たすよう正しく行動し、積極的に社会貢献
活動、CSR 活動を行います。 
 
 
 
 



９ 問題への的確な対応 
(1) 私たちは、この行動規範、法令等に違反する行為（または違反の疑いがある行為）を

発見した場合は、問題を抱え込まず、速やかに上司又は苦情相談窓口・通報相談窓口
に報告・相談します。 

(2) 違反行為について、報告・相談を行ったことにより、通報者が不利益な取扱いを受け
ることのないよう対応します。 

 
 
【行動規範の自己点検の実施】 

保険センターでは毎年度、全職員対象に行動規範を理解しているか・遵守した行動をと
っているかの自己点検を行っています。 
 自分の行動を見つめ直し、常にコンプライアンスを意識した行動をとることとしてい
す。 


